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１ 札幌市子ども・子育て支援事業計画について 

  子ども・子育て支援法に基づき、市町村は、５か年を一期とする「子ども・子

育て支援事業計画」（以下、「事業計画」という。）を定め、子ども・子育て支援

施策を計画的に提供することとされています。 

事業計画では、「教育・保育」と「地域子ども・子育て支援事業」について、

計画期間中の各年度における「量の見込み」（利用に関するニーズ量）と、「確保

方策」（提供体制の確保の内容及びその実施時期）を定めることとなっているこ

とから、令和３年度（令和４年４月時点）における札幌市の事業計画の需給状況

について報告いたします。 

 

２ 「量の見込み」について 

  「量の見込み」とは、特定の保育サービスがどれだけ必要とされているかに関

する見込みのことですが、札幌市では次の表に記載の考え方に基づき見込むこと

としています。 

 

 

３ 提供体制（供給量）について 

  「提供体制（供給量）」とは、特定の保育サービスが施設・事業者により提供

される見込みの量のことをいいます。その確保にあたっては、就学前の子どもが

減少していく見込みであることや、新規整備を必要最小限に留める観点及び、よ

り質の高い保育サービスの提供が期待できることを踏まえ、既に事業を実施して

いる事業者の活用を最優先とします。 
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４ 「教育・保育」の需給状況 

 ⑴ 保育（２号（うち教育利用希望強い場合を除く）、３号）における需給状況 

①  ニーズ量 

 
→（進捗状況）計画値（潜在需要も含めたニーズ量の推計値）が実績値を上回ってい

ます。 
→（要 因）計画値は、今後保育所等を利用したいという潜在需要も含めたニーズ

量となっているためです。 
→（対 策）計画値のニーズが発生すると見込み、引き続き、ニーズを満たす供給

量の確保に努めます。 
 

②  供給量 

 
→（進捗状況）計画値が実績値を上回っています。 
→（要 因）一部施設の利用定員の減少、施設整備等の未進捗によるものです。 
→（対 策）既存施設の活用や施設整備等により、供給量計画値の達成を目指しま

す。 
 
 
 
 
  

２号 ３号 計 ２号 ３号 計 ２号 ３号 計

A B C=A+B D E F=D+E G=D-A H=E-B I=F-C

17,481 14,898 32,379 15,087 15,785 30,872 -2,394 887 -1,507

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

２号 ３号 計 ２号 ３号 計 ２号 ３号 計

a b c=a+b d e f=d+e g=d-a h=e-b i=f-c

17,310 17,801 35,111 16,771 17,630 34,401 -539 -171 -710

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

（単位：人） 

※新制度に基づく保育の認定区分 
１号・・・教育を希望する３～５歳児（幼稚園もしくは認定こども園の幼稚園部分を利用） 
２号・・・保育の必要がある３～５歳児（保育所もしくは認定こども園の保育園部分を利用） 
３号・・・保育の必要がある０～２歳児（保育所、地域型保育事業所もしくは認定こども園

の保育園部分を利用） 

（単位：人） 
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⑵ 教育（１号、及び２号のうち教育利用希望強い場合）における需給状況 

①  ニーズ量 

 
※1：学校教育利用希望が強い場合のみ。 

※2：認定こども園の入所児童数。 

 
→（進捗状況）２号の実績値が計画値を下回っている一方、１号の実績値が計画値を

上回っています。 
→（要 因）２号教育のニーズが幼稚園（１号）の利用により代替されていること

が要因として考えられます。 
 

 
② 供給量 

 
 
※1：学校教育利用希望が強い場合のみ。 

※2：認定こども園の入所児童数。 

 
→（進捗状況）１号の実績値が計画値を下回っています。 
→（要 因）一部施設の利用定員の減少によるものです。 
 
 ⑶ 評価 

   認可保育所の新設、幼稚園の認定こども園への移行等の施設整備や幼稚園の

一時預かり事業実施園の受入数増加等による供給量の確保により、一部施設の

利用定員の減少はあるものの、教育、保育ともにニーズ量を上回る供給量を確

保することができています。 
   令和４年度は、事業計画の中間見直しを行うこととしていますが、保育ニー

ズの変化や地域の需給状況を適切に見極めた上で、引き続き、既存の施設や事

業を最大限に活用すること等により、必要となる供給量の確保を進めてまいり

ます。 
  

１号 ２号（※１） 計 １号 ２号（※２） 計 １号 ２号 計

J K L=J+K M N O=M+N P=M-J Q=N-K R=O-L

15,380 5,976 21,356 18,609 3,117 21,726 3,229 -2,859 370

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

１号 ２号（※１） 計 １号 ２号（※１） 計 １号 ２号 計

j k l=j+k m n o=m+n p=m-j q=n-k r=o-l

24,842 7,008 31,850 24,767 7,849 32,616 -75 841 766

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

（単位：人） 

（単位：人） 
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計画値 実績値 実績-計画

A B C＝B-A

1 利用者支援事業 カ所 30 30 0

2 時間外保育事業 人 17,661 17,141 -520 ウ参照

3
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ、民間児童育成会）

人 21,794 21,211 -583 ウ参照

4
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

人日 1,209 559 -650 ウ参照

5
地域子育て支援拠点事業
（常設の子育てサロン）

人回 37,782 11,960 -25,822 ウ参照

6
一時預かり事業
（幼稚園の在園児対象）

人日 1,142,546 771,820 -370,726 ア、ウ参照

一時預かり事業
（幼稚園実施分を除く）

人日 50,641 ア参照

子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応を除く）

人日 3,015 ア、ウ参照

病児保育事業 人日 1,146 ア参照

子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応強化）

人日 75 ア、ウ参照

9
子育て援助活動支援事業
（就学後）

人日 2,721 2,590 -131 ア、ウ参照

10 乳児家庭全戸訪問事業 人 12,556 12,100 -456 ウ参照

11 養育支援訪問事業等 人 4,986 6,226 1,240 イ参照

12 妊婦一般健康診査事業 人回 191,972 142,013 -49,959 イ参照

7 144,580 -90,924

8 38,604 -37,383

単位
Cの説明

（※２）
№ 事業名（※１）

５ 「地域子ども・子育て支援事業計画」の需給状況等 

⑴ 第４次さっぽろ子ども未来プランに掲載されている事業の需給状況 

① ニーズ量 
 

       

（※１）第４次さっぽろ子ども未来プランの事業名（一部表現を簡素化） 

（※２）ア）計画値（A）が、全ての潜在ニーズに対応できるよう当該事業を毎日利用する等の前提で構

築されており、実際の利用形態（毎日ではなく隔日や不定期での利用等）より多く見積も

られているもの。 

    イ）ニーズ調査によらず市の推計により計画値（A）を算定しているが、この値に関わらず実際

の利用希望者（実績値（B））は全て利用できる事業 

    ウ）利用希望者は全て利用できている事業 

    エ）計画値（A）より実績値（B）が上回ったものの、利用者希望者は全て利用できている事業 
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②  供給量 

 
 

  

計画値 実績値 実績-計画
供給実績

　-ニーズ実績

D E F＝E-D Ｇ＝Ｅ-Ｂ

1 利用者支援事業 カ所 30 30 0 0

2 時間外保育事業 人 34,007 34,235 228 カ参照 17,094

3
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ、民間児童育成会）

人 23,348 27,717 4,369 カ参照 6,506

4
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

人日 3,988 3,988 0 カ参照 3,429

5
地域子育て支援拠点事業
（常設の子育てサロン）

人回 51,083 52,985 1,902 カ参照 41,025

6
一時預かり事業
（幼稚園の在園児対象）

人日 1,192,256 1,494,938 302,682 カ参照 723,118

一時預かり事業
（幼稚園実施分を除く）

人日 434,258 529,100 94,842 カ参照 478,459

子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応を除く）

人日 24,662 17,961 -6,701 オ参照 14,946

病児保育事業 人日 9,312 6,652 -2,660 オ参照 5,506

子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応強化）

人日 28,937 34,199 5,262 カ参照 34,124

9
子育て援助活動支援事業
（就学後）

人日 13,420 10,948 -2,472 オ参照 8,358

10 乳児家庭全戸訪問事業 人 12,556 12,100 -456 キ参照 0

11 養育支援訪問事業等 人 4,986 6,226 1,240 キ参照 0

12 妊婦一般健康診査事業 人回 191,972 142,013 -49,959 キ参照 0

8

№ 事業名（※１） 単位
Fの説明

（※２）

7

（※１）第４次さっぽろ子ども未来プランの事業名（一部表現を簡素化） 

（※２）オ）実績値（E）＜計画値（D）だが、ニーズ量実績（B）を上回る供給量（E）が確保できて

いる事業。今後も体制整備に努める。 
    カ）実績値（E）≧計画値（D）であり、ニーズ量実績（B）も上回っていることから、十分に

供給量が確保されている。 
    キ）ニーズ量の値に合わせて供給量を確保するもので、計画値・実績値ともニーズ量と同じ値

にしている。 
    ク）実績値（E）＞計画値（D）で、ニーズ量実績（B）が供給量（E）を上回っているものの、 
     小学校の特別教室等借用等により実態としては充足している。施設単位で発生している過密 

化（定員＜登録児童数）の解消を図るべく対応を行う。 
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③ 供給実績とニーズ実績の差について（補足説明） 
  ア 放課後児童健全育成事業 
    供給量の実績値が計画値を上回った要因として、学校に対して放課後の余

裕教室の活用を依頼した結果、多くの学校から不足面積以上の使用承諾をも

らったことが考えられます。これに対し、ニーズ量の実績値が計画値を下回

った要因として、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用を控える世帯が

増えたことが考えられます。 
 
  イ 地域子育て支援拠点事業 
    ニーズ量の実績値が計画値を下回った要因として、新型コロナウイルス感

染症対策により、子育てサロンの一般利用の一時休止、再開後の利用人数制

限及び外出を控える世帯が増えたことが考えられます。 
    供給量の実績値が計画値を上回った要因として、ひろば型子育てサロンが

週５日型へ移行したことが考えられます。 
 
  ウ 一時預かり事業 
   (ｱ) 幼稚園の在園児対象 
     ニーズ量の実績値が計画値を下回った要因として、計画値は利用を希望

する方が定期的に利用することを前提とし、最大限のニーズを想定してい

る一方で、実績値は利用者の就労状況等による利用形態(不定期利用等)を
反映したことが考えられます。  
供給量の実績値が計画値を上回った要因として、幼稚園の在園児を対象

とした一時預かり事業を実施した園が増加したことが考えられます。 
また、本事業は、在園児向けのサービスであり、希望者全員が利用でき

る想定で実施しているため、供給実績値とニーズ実績値が大きく乖離して

います。 
   (ｲ) 幼稚園実施分を除く 
     ニーズ量の実績値が計画値を下回った要因として、保育士不足等、実施

施設の都合により事業の実施ができなかったことや、新型コロナウイルス

感染症の影響で利用を控える世帯が増えたことによるものと推測してい

ます。 
     供給量の実績値が計画値を上回った要因として、待機児童対策による保

育所等の施設整備が進んだことに伴い、一時預かり実施施設も増加したこ

とが考えられます。 
  

エ 子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化） 
    ニーズ量の実績値が計画値を下回った要因として、新型コロナウイルス感

染症対策により、一部の病児の預かりを一時休止したことが考えられます。 
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⑵ 量の見込み等の作成対象外となっている事業について 

   下記の２事業については、第４次さっぽろ子ども未来プランにおいて「国の

動向を踏まえながら、事業の実施に向けて検討」と記載しているものです。 
 

① 実費徴収に係る補足給付を行う事業 
（事業内容） 
低所得者世帯等の副食材料費（私学助成幼稚園のみ）及び生活保護世帯等に

係る文房具等の購入・遠足等の行事参加費等（１～３号）に関して、保護者

が支払うべき実費徴収額に係る費用の一部を補助するもの。 

（実施状況） 
Ｒ３年度実績：24,974 千円 

 

ア 教材費補助 

 

イ 私学助成幼稚園 副食費補助 

754 人 

 

 
  

（人）

私立 公立

保育所 304 28

認定こども園 186 0

幼稚園 58 12

地域型保育事業所 60 0
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② 多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するため 
の事業 

（事業内容） 
新たに参入する教育・保育施設等の事業者に対して、事業開始後、事業運営

が軌道に乗るまでの間、保護者や地域住民との良好な関係構築や、当該施設

を利用する児童への対応等に関する実地支援、相談・助言等を行うもの 

（実施状況） 
 令和３年度の新規参入施設 12 件に対し、当該事業に基づく支援を実施 

 

 

 

 

 

 

  

⑶ 評価 

   地域子ども・子育て支援事業計画については、それぞれの事業でニーズ量の 

実績を上回る供給量を確保することができましたが、新型コロナウイルス感染

症対策として一部の事業で休止や利用制限等を行ったことも影響しているも

のと認識しています。 

そのため、令和４年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を行いな

がら各事業を実施するとともに、引き続き積極的な情報発信など、子育ての不

安が軽減できる取組に努めていきます。 

令和3年度実施施設

保育所 7 施設

幼保連携型認定こども園 5 施設

計 12 施設


